
利用者支援事業ひろば型基本事業運営委託 

事業者選定実施要領兼説明書 

 

１ 業務概要 

（１）件  名 

利用者支援事業ひろば型基本事業運営委託 

（２）業務内容 

子ども・子育て支援法第５９条の規定に基づき、一人ひとりの子どもが健やかに成

長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等並びに

妊婦及びその配偶者がその選択に基づき、多様な教育・保育施設及び子ども・子育て

支援事業を円滑に利用するために必要な支援事業の運営を行うこと。 

詳細は、別紙１「業務内容説明書（予定仕様書）」のとおり。 

（３）履行期間 

   令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

   ※契約は各年度において本契約に係る予算の配当があること及び履行実績が良好で

あることを条件とし、令和８～１１年度について、新たに契約を結ぶことを認める。

また契約は単年度ごととする。 

※契約期間中であっても、国の制度変更により委託内容を変更する場合がある。 

※契約期間中に事故又は履行不良がみられる場合などは、この契約を変更又は解除す

ることがある。 

 

２ 提案限度額 

  令和７年度分  

・世田谷地域   １５，０００，０００円（非課税） 

・北沢地域    １３，７００，０００円（非課税） 

・玉川地域    １４，８００，０００円（非課税） 

・砧地域     １４，３００，０００円（非課税） 

・烏山地域    １３，５００，０００円（非課税） 

  ※令和７年度予算配当を条件とする。 

  ※本事業は、社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業であり、消費税法第６条第１項

（別表第一）により非課税となる。 

  ※事業利用料は無料とする。 

 

 

 

 

 

 



３ 募集地域 

  次の地域にそれぞれ１か所 

  ・世田谷地域 

  ・北沢地域 

  ・玉川地域 

  ・砧地域 

  ・烏山地域 

 

４ プロポーザル方式を採用する具体的理由 

本委託契約は、妊産婦や子育て家庭の現状を理解し、育児不安や負担を感じ、孤立しが

ちな個々の子育て家庭等の状況に応じた保護者への相談支援及び地域の子育て活動団体

や区関係所管との連携等、子育て家庭等に寄り添いながらその家庭が必要とする支援にた

どり着けるような支援に取り組むものである。 

そのため、本契約の成果は、子育て家庭等の現状に対する受託者の理解、企画力等によ

り大きく異なるものであり、事業者の事業の理解度や企画提案力を比較審査することによ

り契約相手先候補を特定する必要があるため、プロポーザル方式による事業者選定を実施

する。 

 

５ 参加資格 

申込み時点において、当事業の運営が可能であり、政治若しくは宗教活動又は営利を目

的としない法人（以下、「法人」という。）で、次の各事項をすべて満たすこと。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（２）世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

（３）会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更正手続き開始の申し立て、又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなさ

れていない者であること。 

（４）都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 

（５）区から補助を受け、応募を希望する地域にて週５日以上開設するおでかけひろば事業

の運営実績を参加表明書提出日時点で１年以上有していること。 

（６）「世田谷区令和７年度利用者支援事業ひろば型基本事業者選定審査委員会」の委員が

主宰、役員、顧問及び所属をしている団体でないこと。    

※委員長：子ども・若者部長  松本 幸夫 

委 員：上田 美香 （学識経験者） 

委 員：髙橋 睦子 （学識経験者） 

 

【特記事項】 

   ・上記（１）～（６）を満たす者であれば、複数の地域に応募することができる。ま

た、事業者の選定は募集地域ごとに行い、同一事業者が複数の地域に選定されるこ



とを妨げない。 

   ・本プロポーザルに参加する事業者が、同時期に公告されている「利用者支援事業ひ

ろば型中間支援センター事業運営委託事業者選定プロポーザル」へ参加することを

妨げない。 

 

６ スケジュール（予定） 

 ・説明書交付期間     令和６年１０月 １日（火）～１０月１５日（火） 

 ・参加表明等の提出期限      １０月１５日（火）正午 

 ・招請通知発送          １０月１６日（水） 

 ・質問の提出期限         １０月２２日（火） 

 ・質問回答            １０月２４日（木） 

 ・提案書等の提出期限       １１月１２日（火）正午 

 ・書類審査            １１月１３日（水）～１２月 ２日（月） 

 ・ヒアリング審査         １２月１３日（金）午後予定 

 ・結果通知            １２月下旬予定 

 

７ 説明書の交付期間、場所及び方法 

（１）交付期間 

   令和６年１０月１日（火）～１０月１５日（火） 

（２）場所及び方法 

   「15 本件担当」記載の窓口での配布又は世田谷区ホームページからダウンロード 

※窓口交付は期間中の午前９時から午後５時まで（土日、祝日を除く） 

 

８ 参加表明書の提出期限、提出先及び方法等 

（１）提出書類 

① 参加表明書（様式１） 

② 履歴事項全部証明書（写し可） 

③ 法人の沿革、事業概要等 

④ 法人のパンフレット等 

（２）提出期限、提出先及び方法 

① 期 限：令和６年１０月１５日（火）正午必着 

② 提出先：「15 本件担当」に同じ 

③ 方 法：持参又は郵送（郵送の場合、簡易書留又はレターパックに限る） 

※郵便事故等による遅延等について、区は責任を負わない。 

（３）招請通知 

参加資格を確認の上、令和６年１０月１６日（水）に、郵送でプロポーザル招請通 

知を送付する。 

（４）辞退 



参加表明書等の提出後に、何らかの事情により辞退する場合は、「参加辞退届（様 

式２）」を速やかに提出すること。 

 

９ 質問の提出期限、提出先及び回答 

  本プロポ―ザルにあたり、質問がある場合には、以下の方法で提出すること。 

（１）提出期限 

   令和６年１０月２２日（火）正午必着 

（２）方法 

   「質問書兼回答書（様式３）」を電子メールで「15 本件担当」宛てに提出すること。 

（３）回答 

令和６年１０月２４日（木）までに回答を取りまとめ、すべての招請事業者宛てに電 

子メールで回答する。 

 

10 提案書等の内容について 

プロポーザル招請通知を受領した事業者は、（１）法人に関する書類、（２）事業提案に

関する書類を提出すること。なお、区が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めるこ

とがある。 

（１）法人に関する書類（原本１部、副本７部） 

① 定款、就業規則、非常勤就業規則 

② 事業計画書、事業報告書 ※過去３年分提出すること。 

令和６年度の事業報告書が間に合わない場合は、令和３年度から３年分を提出。 

③ 財務諸表（予算書、決算書） ※過去３年分提出すること。 

新設の法人は、提出可能な予算書のみ提出すること。 

④ 不動産所有・借用状況（様式４） 

提出日現在の状況を記載すること。 

＜書類作成上の注意＞ 

① Ａ４縦の左綴りとし、２か所にホチキス止めすること。表紙には、「利用者支援事

業ひろば型基本事業運営委託事業者選定 法人書類」と記載すること。 

② 副本はすべてのページについて、事業者を特定又は推測させるような記述等を削

除するか黒塗りにして隠すこと。マジック等で塗りつぶした場合は、透けて見え

る可能性があるため、塗りつぶししたものをコピーして提出するなど、完全に見

えないようにすること。 

 

（２）事業提案に関する書類（原本１部、副本７部） 

  ＜書類作成上の注意＞ 

① Ａ４縦の左綴りとし、２か所にホチキス止めすること。 

② 表紙として、原本には様式５－１、副本には様式５－２を使用し、下表「指定様

式一覧」の様式名のインデックスを付すこと。 



③ 副本はすべてのページについて、事業者を特定又は推測させるような記述等を削

除するか黒塗りにして隠すこと。マジック等で塗りつぶした場合は、透けて見え

る可能性があるため、塗りつぶししたものをコピーして提出するなど、完全に見

えないようにすること。 

 

＜指定様式一覧＞ 

 様式名 留意点 

様式６ 提案書 文字の大きさは 10.5ポイントとし、指示に

合わせて記載すること。指定した項目は全

て記載すること。なお、他の項目を増やす

ことは妨げない。 

様式７ 職員体制及び履歴書 － 

様式８ 見積書 見積金額は円単位とし、運営に必要な経費

について算出根拠を明示すること。 

「作成上の注意」「科目の説明」を確認の上、

作成すること。 

様式任意 おでかけひろば平面図 相談室の位置やそこまでの同線を追記する

こと。（Ａ３サイズも可とする） 

 

11 提案書等の提出期限、提出先及び方法 

（１）提出期限 

   令和６年１１月１２日（火）正午必着 

（２）提出先 

   「15 本件担当」に同じ 

（３）方法 

   持参又は郵送（郵送の場合、簡易書留又はレターパックに限る） 

※郵便事故等による遅延等について、区は責任を負わない。 

 

12 選定方法について 

本プロポーザルでは、「世田谷区令和７年度利用者支援事業ひろば型基本事業者選定審

査委員会設置要綱」により設置された選定委員会にて、選定委員全員の審査による評価点

の合計点数が最も高い事業者を候補者として選定する。 

審査は、「書類審査（一次審査）」、「ヒアリング（二次審査）」の二段階で、評価基準に基

づき行う。審査の結果、採点の合計点数が一定の基準に達する事業者が無い場合は、選定

事業者なしとする場合がある。また、選定された事業者による事業の実施が困難となった

場合は、次点の事業者を選定事業者として決定することがある。なお、点数が同点となっ

た場合には、選定委員による多数決で順位を決定する。 

なお、審査及び選定は募集地域ごとに行う。 



（１）選定委員の構成 

委員長：子ども・若者部長  松本 幸夫 

   委 員：上田 美香 （学識経験者） 

委 員：髙橋 睦子 （学識経験者） 

（２）参加表明書の提出者の選定 

   本件では提案書の提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行う。 

（３）書類審査（１次審査） 

① 審査期間 

令和６年１１月１３日（水）～１２月２日（月） 

② 審査結果の通知 

本プロポーザルに応募したすべての事業者へ郵送にて通知する。 

（４）ヒアリング（二次審査） 

書類審査を通過した事業者を対象に、ヒアリングによる二次審査を行う（１事業者１

５～２０分程度）。日時等の詳細は、書類審査の結果通知に併せて連絡する。 

※ヒアリングは、令和６年１２月１３日（金）午後を予定 

（５）選定結果の通知と公表（令和６年１２月下旬予定） 

① 選定結果の通知 

ヒアリングの対象となったすべての事業者へ郵送にて通知する。 

② 選定結果の公表 

応募者数、選定事業者の法人名称、所在地及び提案書を特定した理由（審査経過

等）を世田谷区ホームページに公表する。選定事業者以外（次点の事業者を含む）

の法人名称、応募内容等は公表しない。 

 

13 提案書を特定するための評価基準 

  本プロポーザルでは、主に以下の評価基準に基づき審査を行う。 

（１）以下の基準により審査を行う。 

① 世田谷区における子育ての現状、子育て支援施策及び本業務内容の理解度 

② おでかけひろば事業の実施状況 

③ 業務の実行体制（スケジュール、人材の配置体制等） 

④ 業務実施内容の充実度及び履行の信頼度 

⑤ ヒアリングでの説明内容の明確性、的確性 

⑥ その他（個人情報保護、事故防止、苦情処理の対策等） 

（２）上記（１）の基準のほか、以下の点の適否についても審査を行う。 

① 法人の経営状態が健全であり、本事業の受託に堪えられるものであること。 

② 経費見積もりの金額及び内容が妥当なものであること、また区の提案限度額を超え

ないこと。 

 

 



14 その他の留意事項 

（１）企画提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。 

（２）企画提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された企画提案書を無効とする。 

（３）企画提案書等の提出書類を郵送で提出する場合、未着・遅延については、理由の如何

にかかわらず、区では責任を負わない。 

（４）提出された企画提案書は原則として返却しない。ただし、提出された企画提案書は、

企画提案書の選定以外に提出者に無断で使用しない。なお、選定された企画提案書を

公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。 

（５）企画提案書提出後において、原則として企画提案書に記載された内容の変更を認めな

い。また、企画提案書に記載した業務責任者は、原則として変更できない。ただし、

病気、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の者であると

の区の了解を得なければならない。 

（６）企画提案書の選定後に、提案内容を適切に反映した仕様書の作成のために、業務の具

体的な実施方法について提案を求めることがある。 

（７）手続きにおいて使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨に限る。 

（８）契約保証金は免除する。 

（９）契約にあたっては、契約書を作成する。 

（10）関連情報を入手するための照会窓口は、「15 本件担当」に同じ。 

（11）区が提供する資料は、本件の応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。 

（12）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案

書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（13）本プロポーザルは事業者の選定のみを目的とし、契約に際して、区は提案の内容に拘

束されない。 

 

15 本件担当 

  世田谷区子ども・若者部子ども家庭課子ども・子育て支援担当 花井・中野・島 

  所在地：〒１５４－８５０４  世田谷区世田谷４－２２－３３  

世田谷区役所西棟３階３０４窓口 

  電 話：０３－５４３２－２５６９ 

ＦＡＸ：０３－５４３２－３０８１ 

電子メールアドレス：SEA02413@mb.city.setagaya.tokyo.jp 


